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助成金制度の目的

１．鉛製給水管取替工事助成金制度とは

水道メータから宅地内の給水装置末端までの間に残存する
鉛管の全部又は一部を鉛管以外のものに取り替える工事費用
の一部を助成することで、鉛管の解消を支援する制度

配水管

水道メーター

宅地道路

給水管

給水装置

助成制度対象範囲

助成対象範囲の図



助成金の交付対象工事及び申込者

１．助成対象となる工事

・本市の指定給水装置工事事業者が宅地内の鉛管を
取り替える給水装置工事又は漏水修繕工事

※水道料金の滞納、建物の建替工事や解体工事で鉛管を
 撤去するだけの工事は制度対象外（制度の利用は1回限り）

２．申込者
・給水装置の所有者又は使用者

３．事業期間（助成制度）
・令和元年９月２日～１０カ年継続実施



助成金の交付に必要な書類

１．鉛製給水管取替工事助成金の交付に必要となる書類

・取り替えた場所が分かる図面

・取り替えた場所が分かる工事写真（施工前と施工後）

[参考：図面]
[参考：施工写真]

[施工前] [施工後]



助成金の額

・鉛製給水管の取り替え延長に応じて工事費の一部を助成

水道局の積算した工事費の1/2の費用を助成

※上限金額は 20万円/件

助成金の算出は大阪市水道局の積算基準による

【参考】積算単価（R7. 5月時点） 約 8,855円/ｍ～
 ※口径により金額が異なる
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（撤）LP-０.５ｍ

HIVP-２.５ｍ

（撤）LP-２.５ｍ
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配水管

助成金 8,855円×3m＝26,565円

助成対象となる工事例.１

○給水装置工事の場合

参 考 値
（撤）LP-3.0ｍ

施工内訳

道路部

宅地部
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（布）HIVP-２.０ｍ

（布設）HIVP-2.0ｍ

（撤去）LP-2.0ｍ

（撤）LP-2.0ｍ

漏水箇所

助成金 8,855円×2m＝17,710円

○漏水修繕工事の場合 施工内訳

参 考 値
（撤）LP-2.0ｍ

配水管

宅地部

道路部

助成対象となる工事例.２



申 込 者 指定給水装置工事事業者 水 道 局

①申請書作成・提出
※建物全景の写真

③鉛管取替工事見積・依頼

②申請書確認（給水課）
※助成対象となるか回答

⑥完了報告

⑦完了届提出

⑫請求書受理（給水課）

⑩通知書受理

⑪請求書作成・送付

⑨通知書送付（給水課）

⑬口座振込（給水課）⑭助成金受理

⑤工事完了・しゅん工検査合格（給水装置工事グループ）

⑧交付金額決定（給水課）
※交付対象延長等の確認

④給水装置工事申し込み

助成金交付にかかる申請手順.１

○給水装置工事の場合



申 込 者 指 定 工 事 店 水 道 局（給水課）

①修繕工事依頼 ②漏水修繕施工

③申込者へ助成制度の簡単な
説明及び給水課への案内④修繕完了確認

⑥問い合わせ受付
※助成対象となるか回答⑤助成制度内容の問合せ

⑦申請書作成・提出
※図面・施工写真

⑧申請書受理
※提出書類の確認

⑫請求書受理

⑩通知書受理

⑪請求書作成・送付

⑨通知書作成・送付

⑬口座振込⑭助成金受理

助成金交付にかかる申請手順.2

○漏水修繕工事の場合



大阪市水道局ＨＰによるお客さまへの情報提供



令和7年度

大阪市指定給水装置工事事業者講習会

宅地内部における鉛製給水管取替工事
については以上となります。
受講お疲れ様でした。

大阪市水道局 工務部 給水課
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